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投資と成長を刺激する為の 
日本の移民政策の緩和

I .  概要
日本は、国が切実に必要とする経済成長と 
持続力のために重要で、しかも未だに大部分
が利用されていない財産（潜在的移民、特に
外国人の学生、起業家及び投資家）を大きく
見落としている。

2010年の深尾・権レポートは、「日本では
19 9 6年から20 0 6年にわたり、小規模の 
新興企業や外国人投資家の多くが新しく 
市場に参入し、顕著な雇用拡大をもたらした」
としている。GDP成長の主要要因である人口
と総労働力が減少し続けている日本の厳しい
現実があるのに、この結果である。

特に移民に関して言えば、新規市場参入は、
他の先進国を大いに盛り立ててきた新しい
思考、創造的なビジネスモデル、機知に富む 
野心的、競争的な人材を日本にもたらす。 
例えば、ドイツの総労働人口の8 .5％、米国
においては、総労働人口の15 .6％が移民で 
ある。これらの多数の移民労働者は、経済 
成長にとって強力な貢献者たちである。 

しかしながら、日本はこれと著しく対照的で 
ある。移民問題や政策を監督する法務省は、
日本国内の労働人口のうちの約75万3千人
が移民であると報告している。これは、総労働
人口の1.1％に過ぎない。

日本で教育を受けている外国人の学生、潜在
的外国人投資家、国境を越えて働く順応性と
技量を備える有能な外国人技術専門家達は
無限のチャンスを示している。日本は、若くて 
高い技能を持つ外国人従業員が経済成長 
戦略に提供する計り知れない価値を認める 
必要がある。それらを考慮すれば、税基盤と 
経済の発展とともに日本の世界規模での全体
的な競争力を強める「対内国際化」効果があが
ると考えられる。

他の数多くの先進国では、移民への受容的な
政策とインセンティブを備えることにより、起業 
心に富んだ多くの移民にその居住国で新事
業を設立し、投資するよう指導している。日本
が享受できる対内国際化による便益は、より
多様で、多くの場合バイリンガルの労働力と 
ともに移民が通常行う事業投資により生ま 
れるものである。

しかし、残念ながら日本の現行の移民に関する 
規定や資格要件は、長期移住を促進したり、 
対日投資を誘引するには全く不十分である 
といえる。来日外国人と在日外国人の間には、
それらの規定や資格要件がもたらしたネガ 
ティブな感覚が残っている。

日本の経済戦略に不可欠なものとして、焦点を
絞った効果的な移民政策を含めることが日本
の最悪の結末を改善することになる。その中身
として、明確な届出ガイドライン、目標の設定、 
内閣府を介しての各省庁の横断的調整、そして
「利用者のフィードバック」のある移民政策が
求められる。より多くの教養ある移民が、日本に 
留まり、事業を開設したり、日本の企業で働き、
経済成長や世界規模での競争力に貢献した 
いと切実に思うようになるだろう。

I I .  論点及び分析
対日直接投資、移民及び経済成長は 
関連している
対日直接投資 ( F D I )に関する章で述べた 
とおり、戦後の日本は、何十年もの間、対日FDI
を増進しようと必死で努力してきた。2008年
の世界的な景気後退によって、新たな対日FDI
を取り込むことがさらに厳しい問題となった。 
しかし、深尾教授と権准教授による分析にも
あるように、より多くのFDIを誘引することは、 
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もう一つの必須要素 ‒ 教育政策
移民は、多くの場合、高等教育を受けるために
外国に定住するため、ほとんどの先進国では、 
最も顕著な経済への効果は、まず、教育関連の
収益の増加という形でもたらされる。 

その一例として、国際教育研究機関は、米国 
経済が、外国人生徒の米国の高等教育機関へ
の入学の最近の急増によって、約176億ドル
の輸出収入を得、オーストラリアでは155億 
ドル、英国では85億ドルの収入があったと 
報告している（図１）。 

日本の文部科学省の報告によれば、日本に 
おける外国人学生の91 .5％が、自費留学で 
あるとされている。したがって、外国人の留学
生の流入数が増えるだけで、経済成長への 
見込みが大である（図２）。

2番目に顕著な移民による経済効果は、概して、
外国人学生が受入れ国に留まり、そこで就業
し経験を積む際にあらわれる。しかしながら、

日本の停滞した経済と成長を再び活性化する
ために不可欠である。

移民は、対日FD I、新事業と雇用創出及び 
経済成長に直接に関係している。FD Iは、多
くの場合、より多くの移民が国の一員となる
際に増加する。というのも、移民は、資産を持
ちこみ、自らの事業を立ち上げ、税金を払うこ
とになるからであり、また、日本やその他の国
でも、激減した労働力を補い、新規参入した 
会社にバイリンガルの人員が就労すること 
にもつながっている。

深尾教授と権准教授が指摘するように、日本の 
労働年齢人口の減少が、日本のGDP成長が 
停滞する主な原因となっている。日本の労働 
人口への移民の現在の浸透率1 . 1％という 
数字は、現行の移民制度の変更が早急に必要
であることを強く示している。

他のOECD諸国においては、学生、投資家、 
専門家に対する移民政策は、経済成長、雇用 
創出及び海外直接投資を発展させてきた。
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ある。日本では、2000年代初頭より、外国人
学生の人口が確実に増加しているが、最終的
に日本の就労ビザを求めているのは、これら
の学生の10％未満にすぎない（図３）。残りの 
学生は卒業後、日本を離れ、いずれかの場所で
就労、投資または事業を設立している。

例えば、2008年においては、日本国内で就学
していた123 ,800人の外国人生徒のうち、 
日本の就労ビザを申請したのは、約11,800人の 
みにすぎない。日本が日本の言語、生活や 
ビジネスの慣行で養成しているこれらの外国

現在、日本の就労ビザを申請する外国人卒業
者の数は、日本における多数の外国人留学生
の中のほんの少数である（図３)。この大きな
チャンスの隙間に対応する政策の改革が急務
であることは明白である。

現行の移民及びビザ政策における 
根本的な問題
日本の現行の移民政策の第一の問題点は、 
日本の大学の外国人卒業者がより長期的に 
みて日本経済にプラスとなっていないことで 
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また、この最新の移民政策では、総合的な 
教育政策との調整が必要である。これには 
労働流動性を向上させる政策、多国籍企業の
従業員または契約社員である技術者のための 
短期就労ビザなどの規制緩和を押し進める 
政策が含まれる。（これらについての詳細は、 
教育政策や労働流動性について述べている 
別章を参照されたい。） 

日本は、好循環に乗る必要がある 
経済成長を刺激することを視野にいれて改善
された移民政策はまた、深尾教授、権准教授、 
及び他の専門家が指摘したように、日本が 
生産性、FD I及び新規市場参入を拡大する 
ことが不可欠であるような対内国際化を促す 
ことにもなる。深尾・権レポートは、過去15年 
でこれらの要素が好循環の中で互いに作用し 
始めていることを明らかにしている。しかし、 
低い対日投資累積と日本の労働人口における 
低い移民の浸透率は、成長ゲームにおいてほ 
とんど未利用であることを示しており、それが 
実施されれば急成長の歯車を回すことになる。

2003年に深尾教授が行った試算では、もし
日本が対日FDIの資本をGDPの1.1％から、
米国レベルの12 . 4％まで上げたとすれば、 
外資系企業による資本投資は、資本金が 
1.5％、つまり、18.8兆円の増加となり、GDP
は、さらに1 . 5％、つまり7．5兆円拡大する 
ことになる。その上、もし外資系企業が、雇用 
全体における外国人の割合を現行の1.3％から
米国レベルの8.6％まで上げたとすれば、外国
人の雇用数が現在の70万人より390万人多い
460万人の雇用を支えることとなる。

しかしながら、深尾教授がこの分析を発表して
から、7年間の間に対日投資累積額は、GDPの
3.89％にまでしか増加していない。それにも 
かかわらず、最新の深尾・権レポートによれば、
この少ない増加でさえ、経済活動、生産性、 
根本的な雇用拡大に既に多大なプラス影響を
与えたとしている。

人は、卒業後、日本を離れ他国の経済に寄与 
しているのである。

経済成長の面で言えば、「残留組」の低い比率
は、本質的な機会喪失を象徴している。就労
ビザの厳重な規定を緩和し、学生ビザの期間
を延長することにより、日本政府は、経済的な 
貢献を期待できる外国人学生が長期にわ 
たって日本に留まり就労することを積極的に 
サポートすることができる。

第二の主たる問題点は、巨大で洗練された 
日本経済が、個人投資家を十分に誘引して 
いないことにある。ACCJメンバーの見聞や 
実生活の経験から、斬新なアイデアに基づいて
起業した事業を成功させている様々な外国人に
とって、日本は実際には魅力的な国であること
がわかっている。もし、制度が外国人の参入を
円滑に促進するように整えば、そのような起業
家がもっと増えるであろう。

日本の減退する労働人口における移民の 
割合がわずか1 .1％しかないことは、移民に 
ついての特定の規定や規制にだけ起因するも
のでないことを明確に理解することが重要で
ある。政策自体も矛盾している。日本政府は、 
広報や各省庁の横断的結束の強化をその 
移民政策に統合させることを検討しなければ 
ならない。同時に、有能な学生や移民を 
魅了し、確保するための明確で一貫したメッ 
セージを発信するとともに、日本にとって急務
である労働人口の多様化、人材資源・資産の
開発と国際化を促す必要がある。

日本の新しく明確な移民政策には、一般的
な起業投資を促進するような他の投資推進 
政策や持続的成長を目標とする政策に内部
的な一貫性と整合性を作り出す特定の変更を 
加えることが必要である。これらの政策は、 
来日外国人がより長く日本に滞在し、また、 
日本社会の一員として、企業家や直接投資家
として関与することを検討することができる 
ように積極的に奨励するものでなければなら 
ない。そうすることによって、国内外の経済 
成長に貢献することになるのである。
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 最低10年間という期間を短縮することに 
より、日本で教育を受けた外国人学生が 
日本に留まり、日本の企業に就職したり、
または、新規事業を設立する重要なイン 
センティブを提供することになる。才能 
ある人材の労働人口への流入は、日本の
長期的な経済成長を助け、世界でのビジ 
ネス競争力を活性化し、労働生産性と 
競争力を向上させる。永住権は、長期的に、
外国人学生が、異文化間の職業能力を利
用することができ、日本と自国のどちらか、 
もしくは両国において就労できることを 
保証するものである。

B. 外国人の個人投資家や 
起業家を日本に引き寄せるための 
インセンティブを提供する
 外国人投資家及び事業設立用の資本金を 
500万円以上所有し、日本で事業を経営す
るという意思を十分に表示している起業家の 
ために、彼らの所持するビザの種類に関係 
なく、より柔軟性のある魅力的なセルフ・スポ
ンサーシップ・ビザの選択肢を実現する。

 セルフ・スポンサーシップ・ビザは、現行では、
独立した就労ビザの在留資格としては規定 
されておらず、既存の「技術」「人文知識・国際 
業務」などの就労資格において、例外的に 
一つの企業に雇用されていなくても許可がさ 
れている。セルフ・スポンサーシップとしての 
資格を得るためには、複数の企業からの契約
書を提出し、合計で当該在留資格で規定さ 
れているレベルの収入が見込まれること、過去 
1年間の納税の証明をしたりする必要が 
ある。個々の事情や特定の地域の入国管理局の 
裁量によってそれぞれ決定されている。

 外国人起業家が簡便に事業を設立する 
ことを、日本が受け入れることを証明する
には、これらのセルフ・スポンサーシップ・
ビザについての規定や制限を緩和し標準化 
する必要がある。

この分析に基づいて、ACCJによる政策提言
では、以下の個人グループに焦点をあてる 
ことにする。

 日本で事業を引き受ける、または、経営する
意思のある外国人投資家と起業家

 日本語が堪能で、日本の大学を卒業した 
外国人

 
I I I .  提言
ACCJは、日本の現行の移民の基礎構造を 
効率化、簡素化するための以下の変更を提言
する。 

A. 日本での教育を受け、日本語が 
ビジネスレベルの外国人学生に柔軟性の 
あるビザと移民選択の自由を提供する
 日本の大学を卒業し、ビジネスレベルの日
本語能力を持つ外国人卒業生に対して、 
18カ月間ビザを延長できるようにする。 
現行の猶予期間は6カ月間で、１度だけ 
さらに6カ月更新することが可能である。 
1年という期間は、ほとんどの場合において、 
大学を出たばかりの求職者にとって日本で
意義のある仕事につくには不十分である。
また、この延長期間の後に、その他の就労
ビザの申請についての資格を持てるように
することも重要である。

 永住者の資格を得るための現行の10年 
居住の要件を5年に短縮する。さらに、卒業 
後日本で1年間仕事をすることによって 
加算し、日本の大学に通った4年間を5年 
居住の要件期間の中に合算することに 
より、特定の必要条件を満たした外国人 
学生が早期に永住権を取得することを 
促進する。現行の政策では、外国人学生は、 
日本の大学を卒業した後、最低5年間日本
で働かなければ、日本の大学に通った期間
は、現行の要件である10年に合算できな
いことになっている。
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これらの提案を実行すれば、日本の労働力に 
新しい勢力を与え、これらの社会の新メン 
バーによる投資によって、日本が停滞した 
経済を繁栄させるために必要とする新しい 
考え方と実務慣行の国際交流が活発になる 
であろう。また、日本は、今日の国際舞台で 
競う為に必要な多文化的で起業家的な人材 
資源をも得ることになる。

したがって、ACCJは、日本政府に、移民手続
を改善し、移民政策を経済成長戦略に統合 
するよう要請する。そのためには有資格の日
本語の話せる外国人が、日本で就労するため
に、また、将来の外国人投資家や起業家が日本
で事業を営むために必要なビザを申請出来る 
ような環境が確立されるべきである。また、各省
庁が横に密接に連携した政策調整、また、日本
が、有資格者に日本に移住することが現実的で 
魅力的なオプションであることを示す明確で 
一貫したメッセージを発信する必要がある。

上述のように現行の日本の移民政策を緻密に
再ポジショニングすることによって、日本を注意
深く見ている外国人は、投資とビジネスチャンス 
に溢れた中心地として再び日本を見直す 
ようになるであろう。

 日本で投資または事業を設立する手段と意
欲を示す外国人が、円滑で適時に、「観光ビ
ザ」から「投資経営ビザ」へと、ビザの種類を
変更できるような暫定ビザ・オプションを創
設する。

 現行の手続では、そのような個人の外国
人は出身国（または日本大使館のある日本 
国外の他国）に戻り、観光ビザの更新を 
しなければならない。この費用のかかる 
官僚主義的な煩雑な必須要件や同様の 
煩雑な手続を排除し、ベンチャー企業の 
参入を計画し、必要資本を集め、事業計
画を仕上げている間に日本を訪れている 
投資家や起業家に特別の暫定ビザを許可 
することを提言する。

 現在、誰もが欲しがる投資経営ビザの 
申請資格を得るには、事業設立の資本金
500万円、及び事業所スペースの準備を 
する必要がある。もし、積極的に資金を集
めたり事務所の賃貸契約をすることが、 
観光ビザで認められている以外の活動とみ
なされるのであれば、将来の移民投資家は、
二重の束縛を受けることになる。第一に、 
彼らは、ビザの違法行為を犯している 
ように見られるリスクを負わなければ、 
現実的に投資経営ビザを申請する準備が
できない。第二に、観光ビザ以外の在留 
資格がなければ、事務所の確保ができ 
ない可能性がある。

 
IV.  結語
FD Iの流入と経済成長の可能性を最大限に
活用するためには、日本政府は、外国人学生
や起業精神に富む外国人投資家のビザの 
申請を複雑にしている障害的で煩雑な規則
を検討、修正する必要がある。外国人投資家
に関する現行の日本の移民政策は、構造上
は堅固であるので、大幅な変更をする必要は
ない。しかしながら、現行の制度では、日本の 
大学を卒業した外国人が日本社会に入って 
いくことは容易ではない。


